
条

例 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
号 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
の
二
の
四
第
一
項
中
「
十
万
円
」
を
「
十
六
万
円
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の

条
」
に
、
「
二
十
三
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
十
二
万
円
」
を
「
三
十
四
万
円
」
に

改
め
る
。 

 

 
 

第
四
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

自
動
車
税
は
、
自
動
車
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。 

 
 

第
四
十
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
、
第

一
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
」
及
び
「
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
及

び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
の
取
得
者
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四

項
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
七
ま
で
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
八
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
一
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動

車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
新
規
登
録
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規

登
録
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」

88318f56aa541602f2f7828f37feceb6



に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
「
規
定
に

よ
り
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
十
五
条
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
、
「
種
別
割
」
を

「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
二
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
三
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十
五
条
の
十
一
第
三
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
、
「
当
該

登
録
」
を
「
当
該
新
規
登
録
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十

四
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
移
転
登
録
」
を
「
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

移
転
登
録
（
次
項
に
お
い
て
「
移
転
登
録
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五

十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四

十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自

動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
五
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
の
二

と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
十
五
条
の
三
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
、
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則

で
定
め
る
も
の
又
は
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車

税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を

第
五
十
五
条
の
四
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
十
五
条
の
五
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
十
五
条
の
六
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
の
二
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
」
を

「
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
一
条
の
二
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」



に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
第
二
十
二
条 

削
除 

 
 

附
則
第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
六
ま
で
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
前
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
百
四

十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
」
を
「
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内

燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
」
に
、
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス

自
動
車
」
を
「
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
施
行
規

則
で
定
め
る
も
の
」
に
、
「
次
項
第
二
号
及
び
次
条
第
二
項
」
を
「
次
項
第
二
号
及
び
同
条
第

二
項
」
に
、
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
力
併
用
自
動
車
を
い
う
。
」

を
「
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
動
力

源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に

よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る

自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
一

号
及
び
」
に
、
「
次
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
第
三

号
イ
⑴
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
う
。

第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機

関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
（
電
力
併
用

自
動
車
の
う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い

る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
号
、
次
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
同
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の

属
す
る
年
度 

二 

軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能

付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ

の
他
の
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を

経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

 
 

 

附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
、

「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら



令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴

（ｉ）
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
を
「
自
動
車
排
出
ガ
ス
に

係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
各

号
に
お
い
て
「
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二

号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
一
年
十
月
一
日
（
同
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超

え
十
二
ト
ン
以
下
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

３ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
に
対
す
る
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に

限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保

安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
十
二

年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号

及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に

百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和

二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
以

上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 



 
 

二 

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値

の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基

準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以

上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

三 

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三

十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条

第
五
項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」

を
削
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
の
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特

例
） 

 

第
二
十
三
条
の
三 

法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
自
動
車
が
、
次
に
掲

げ
る
自
動
車
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動

車
は
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
以
後
同
項
の
自
動
車
で
な
か
つ
た
も
の

と
み
な
す
。 

 
 

一 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
継
続
し
て
当
該
自

動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ

る
間
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の 

 
 

二 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持

出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動



車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の 

 
 

 

イ 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動
車 

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難

区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、

又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
引
取
業
者
（
次
号
イ
に
お
い
て
「
引
取
業
者
」
と
い

う
。
）
に
引
き
渡
し
た
も
の 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車 

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解

除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
又
は
同
日
か

ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の 

 
 

三 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持

出
困
難
区
域
の
外
に
移
動
さ
せ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域

内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も

の 

 
 

 

イ 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車

に
該
当
す
る
自
動
車 

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、
又
は

引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た
も
の 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車 

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途

を
廃
止
し
た
も
の
又
は
同
日
か
ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の 

 
 

附
則
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収

に
つ
い
て
の
埼
玉
県
税
条
例
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課

徴
収
に
つ
い
て
の
埼
玉
県
税
条
例
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

題
名
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
（
軽
自
動
車
税
の
課

税
客
体
で
あ
る
自
動
車
及
び
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三

条
の
大
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」

を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
五
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
十
五



条
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 
（
彩
の
国
み
ど
り
の
基
金
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
彩
の
国
み
ど
り
の
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
一
項
第
三
号
中
「
附
則
第
九
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
附
則
第
七
項
及
び

附
則
第
八
項
を
削
り
、
附
則
第
九
項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。 

 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
附
則
第
四
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
新

条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
前
に
埼
玉
県
税
条
例
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引

取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化

水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
同
条
例
第
四
十
六
条
の
二
第

一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
軽
油
引

取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
同
条
例
第
四
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

に
お
い
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

５ 

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五

（
種
別
割
）

 



条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
旧
条
例
第
五
十

五
条
の
五
第
六
項
、
第
五
十
五
条
の
六
第
二
項
若
し
く
は
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
還
付
又
は
旧
条
例
第
五
十
五
条
の
五
第
七
項
（
旧
条
例
第
五
十
五
条
の
六
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

充
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

７ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

８ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
又
は
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

９ 

新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二

十
八
年
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示

し
た
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
自
動
車
持
出
困

難
区
域
」
と
い
う
。
）
は
総
務
大
臣
が
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法

律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
同
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
と
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
旧
自
動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
（
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
総

務
大
臣
が
二
十
八
年
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し

た
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
）
は
新
条
例
附
則
第

二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ

っ
た
日
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

 

施
行
日
前
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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